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企画総務委員会資 料 

     令 和 ８ 年 ６ 月 ９ 日 

総 務 部 契 約 管 財 課 

 

専決処分の報告について 

 

１ 報告件名 

板橋公園再整備造園工事請負契約の契約変更 

 

２ 契約の相手方 

東京都港区南麻布三丁目２０番１号 

板橋パークマネジメントグループ 

構成員 株式会社日比谷アメニス 

 同  株式会社ノエマエンジニアリング 

 同  株式会社クリート 

 同  株式会社あい造園設計事務所 

 同  北部緑地株式会社 

〈代表者〉 

東京都港区南麻布三丁目２０番１号 

株式会社日比谷アメニス 

代表取締役 伊藤 幸男 

 

３ 契約変更の概要 

（１） 変更理由 

本契約は、令和７年１２月１２日に板橋区議会の議決を得たものである。 

本工事は、設計・施工一括発注（デザイン・ビルド）方式、公募設置管

理制度（Park‑PFI）を総括して、公募により選定された事業者から工事費

総額を含む提案を受領したうえで、協定を締結し、事業を推進している。 

しかしながら、新たに契約する板橋公園再整備建築工事請負契約におい

て、建設資材費の高騰や構造変更により、当初の建築工事費での発注が困

難な状況となった。そこで、本契約において付加的要素として計画してい

たガードパイプ照明の施工を取りやめ、その費用を建築工事費に振り替え

るため、契約金額を変更（減額）した。 

（２） 契約金額の増額 

契約金額（税込） 

変更前    ９９７，６９８，９００円 

変更後    ９５０，９１９，２００円 

減少額     ４６，７７９，７００円 
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４ 専決処分年月日 

令和８年４月１７日 


